
１

企業結合審査について

企業結合（株式保有，役員兼任，合併，分割，共同株式移転，事業譲受け等）

によって競争が実質的に制限されることとなる場合には，①需要者の選択肢が狭

まり需要者が不利益を被るだけでなく，②需要に適切に対応しようとする当事会

社のインセンティブが失われ，その結果当事会社が更に成長する機会を逸するこ

ととなり，ひいては経済の活性化を妨げることとなる。 

このため，独占禁止法は，一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなる企業結合を禁止し，公正取引委員会は，独占禁止法の規定に従って，企

業結合審査を行っている。 

１ 企業結合審査の流れ 

以下の表１のような一定の条件を満たす会社が企業結合を行う場合は，あらか

じめ公正取引委員会に届け出なければならない。 

公正取引委員会は，届出のあった企業結合について，届出受理の日から３０日

以内に，詳細な審査を行う必要がある事案であるかどうかを審査する。独占禁止

法の規定に照らして問題がないと判断された場合は，この期間内に審査が終了す

る（第一次審査）。 

詳細な審査を行う必要があると判断された場合は，届出会社から報告や資料の

報告等を求める（第二次審査）。そして，全ての報告等を受理した日から９０日

以内に，この企業結合が独占禁止法の規定に照らして問題があるかどうかを

判断する。 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなると判

断された場合でも，当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講じること

で，その問題を解消することができる場合には，この企業結合は独占禁止法上問

題とならないと判断される（この企業結合を行うことができる）。 
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表１ 形態別の届出を要する場合の概要 

（注１）国内売上高合計額とは，企業結合集団（届出会社の「最終親会社」及びその子会社から成る

集団）内の会社等の国内売上高を合計した額をいう。 

（注２）議決権保有割合とは，企業結合集団に属する会社等が保有する議決権の割合をいう。 

表２ 企業結合審査のフローチャート 

形態（関係法条） 届出を要する場合の概要 

株式取得（第１０条） 

① 国内売上高合計額（注１）２００億円超の会社が 
② 株式発行会社とその子会社の国内売上高を合計した額が５０億円超の
株式発行会社の株式を取得し 

③ 議決権保有割合（注２）が２０％又は５０％を超えることとなる場合 

合併（第１５条），  
共同株式移転（第１５条の３） 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社と 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社が  
③ 合併（又は共同株式移転）をする場合 

分割 
（第１５条の２）

共同新設分割
① 国内売上高合計額２００億円超の会社と 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社が  
③ 共同新設分割により設立する会社に事業の全部を承継させる場合 等 

吸収分割 
① 国内売上高合計額２００億円超の会社が 
② 国内売上高合計額５０億円超の会社に  
③ その事業の全部を承継させる場合               等 

事業等譲受け（第１６条） 

① 国内売上高合計額２００億円超の会社が 
② 国内売上高３０億円超の会社から事業の全部の譲受けをする場合   
      又は           
① 国内売上高合計額２００億円超の会社が  

② 国内売上高３０億円超の事業の重要部分（又は事業上の固定資産の全部
若しくは重要部分）の譲受けをする場合 

※このほか，公正取引委員会が適当と判断した場合には，独占禁止法違反の疑いについ

て，当委員会と事業者（事業者団体等を含む。）との間の合意により自主的に解決する

ための独占禁止法第 48 条の２から第 48 条の９までに規定する手続（確約手続）に係

る独占禁止法第 48 条の２の規定による通知（確約手続通知）を行う場合がある。 
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２ 企業結合審査の基本的な考え方 

公正取引委員会が企業結合審査を行う際の考え方は，「企業結合審査に関する

独占禁止法の運用指針」（いわゆる「企業結合ガイドライン」）として公表されて

いる。 

まず，需要者がどの範囲の供給者から商品・役務を調達できるかという観点か

ら一定の取引分野（市場）の範囲を画定した上で，この企業結合によって競争が

実質的に制限されることとなるかどうか，つまり，需要者にとって十分な選択肢

が確保できなくなるような状況になるかどうかという観点から，独占禁止法上問

題となるかどうかが検討される。 

(1) 一定の取引分野 

一定の取引分野は，企業結合により競争が制限されることとなるかどうかを

判断するための範囲（「商品範囲」と「地理的範囲」）を示すものである。 

この一定の取引分野は，基本的には，需要者にとっての代替性の観点から，

また，必要に応じて供給者にとっての代替性の観点から画定される。 

需要者にとっての代替性は，ある地域で，ある事業者が，ある商品・役務を

独占して供給しているという仮定の下で，その独占事業者が，利潤最大化を図

る目的で，「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」をした場

合に，需要者がその商品・役務の購入を他の商品・役務や他の地域に振り替え

る程度を考慮して判断される。 

・ 一定の取引分野（市場）を画定する際の上記のような考え方は，SSNIP（ス

ニップ）（Small but Significant and Non-transitory Increase in Price）

テストと呼ばれている。 

・ SSNIP テストは，欧米においても用いられている考え方である。 

・ 「小幅ではあるが実質的かつ一時的ではない価格引上げ」とは，通常，引

上げの幅については５％～１０％程度，期間については１年程度のものを

指す。 

(2) 競争の実質的制限 

ア セーフハーバー基準

(ｱ) 水平型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後の当事会社グループが次の①から③のいずれかに該当する

市場では，水平型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限

することとなるとは通常考えられない（直ちに「白」と判断される）。 

① 企業結合後のＨＨＩ（注３）が１，５００以下である場合 

② 企業結合後のＨＨＩが１，５００超２，５００以下であって，かつ，

ＨＨＩの増分（注４）が２５０以下である場合 

③ 企業結合後のＨＨＩが２，５００を超え，かつ，ＨＨＩの増分が１５ 

０以下である場合 

（注３）ＨＨＩ（ハーフィンダール・ハーシュマン指数）は，この一定の取引分野での各事業

者の市場シェアの２乗の総和によって算出される。 

（注４）企業結合によるＨＨＩの増分は，当事会社が２社であった場合，当事会社のそれぞ

れの市場シェアを乗じたものを２倍することによって計算できる。 
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(ｲ) 垂直型企業結合と混合型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後の当事会社グループが次の①又は②に該当する場合には，垂

直型企業結合や混合型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的

に制限することとなるとは通常考えられない（直ちに「白」と判断される）。 

① 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において，企業結合後の当

事会社グループの市場シェアが１０％以下である場合 

② 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において，企業結合後のＨ

ＨＩが２，５００以下の場合であって，企業結合後の当事会社グループ

の市場シェアが２５％以下である場合 

イ セーフハーバー基準に該当しない場合 

セーフハーバー基準に該当しない場合には，①当事会社グループの単独行

動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかど

うか，また，②当事会社グループとその競争者が協調的行動を採ることによ

り一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかどうかが

検討される。 

この検討では，①当事会社グループの単独行動による競争の実質的制限に

ついては，ヒアリングやアンケート調査などから判明した市場や取引の実態

に基づき，「当事会社の市場における地位が高まること等により，企業結合

後に当事会社グループによる価格引上げ等が容易になるかどうか」，当事会

社の価格引上げ等に対し，「競争者からの競争圧力が働くかどうか」，「輸入

品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」，「需要者の対抗的な交渉力に基

づく競争圧力が働くかどうか」，「隣接市場の競合品からの競争圧力が働くか

どうか」等について検討の上判断される。 

同様に，②当事会社グループとその競争者の協調的行動による競争の実質

的制限についても，「企業結合後に当事会社グループと競争者が協調して価

格引上げ等を行いやすくなるかどうか」，当事会社グループと競争者の協調

的な価格引上げ等に対し，「輸入品や参入者からの競争圧力が働くかどうか」，

「需要者の対抗的な交渉力に基づく競争圧力が働くかどうか」，「隣接市場の

競合品からの競争圧力が働くかどうか」等について検討の上判断される。 

(3) 問題解消措置 

企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場

合でも，当事会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講じることにより，

その問題を解消することができる場合がある。 

問題解消措置としてどのような措置が適切かは，個々の企業結合に応じて，

個別具体的に検討される。 

問題解消措置は，企業結合によって失われる競争を回復することができるも

のであることが基本であり，事業譲渡等構造的な措置が原則であるが，技術革

新等により市場構造の変動が激しい市場では，むしろ，一定の行動に関する措

置を採ることのほうが妥当な場合もある。 


